
1 

 

  
2023年９月 14日 

各      位 

会 社 名  株式会社ビジョナリーホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 松本 大輔 

（コード：9263 東証スタンダード市場） 

問合せ先  

役職・氏名 執行役員ＣＦＯ 三井 規彰 

電  話 ０３－６４５３－６６４４（代表） 

 

改善計画書の策定方針に関するお知らせ 

 

当社は、2023年８月 30日付「監理銘柄（確認中）の指定解除及び特設注意市場銘柄の指定に関するお

知らせ」にて公表のとおり、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）より、当

社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められたことから、同年８月 31日付で特設注意市

場銘柄に指定され、今後、東京証券取引所において当社に対する内部管理体制等の審査が行われます。 

当社は、内部管理体制等の問題を抜本的に改善するための改善計画を策定することとし、その改善計画

の策定及び改善計画書の提出に向けての方針を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．改善計画書の策定方針 

当社は、2022年 12月下旬に当時の会計監査人の通報窓口に、当社前代表取締役社長の星﨑尚彦氏に

よる当社企業価値を毀損する行為の疑いに関する情報提供を得たことに端を発して、監査等委員による

調査を行うとともに、第三者委員会を設置し調査を行った結果、2023年５月 31日付「第三者委員会の

調査報告書の受領に関するお知らせ」及び、2023年７月 27日付「追加調査を実施する第三者委員会の

調査報告書の受領に関するお知らせ」にて公表のとおり、第三者委員会による調査報告書には、再発防

止策として、ガバナンス体制の再構築およびコンプライアンス順守へ向けた意識向上の徹底を始め、内

部管理体制の抜本的な改善へ向けた提言がされております。これら提言を踏まえ、当社として、改めて

発生原因ならびに再発防止策ついて検討、協議してまいりましたが、今般、特設注意銘柄の指定されま

したことを受け、改めて改善内容につきまして、外部専門家のアドバイスも得ながら、改善計画の策定

を進めてまいります。 

 

実施内容 実施（予定）日 

１ 

本調査報告書について、当社として確認・検証を

実施し、その結果に基づく再発防止策の作成及

び開示 

2023年５月 31日～2023年８月 31日（実施済） 

２ 再発防止策の実施運用 2023年９月１日～（一部実施済） 

３ 
特設注意市場銘柄指定措置に対する改善計画の

検討・ドラフトの策定 
2023年８月 31日～2023年 10月中旬（予定） 

４ 
日本取引所自主規制法人へ改善計画書ドラフト

の提出 
2023年 10月中旬（予定） 

５ 改善計画の適時開示 2023年 11月下旬（予定） 

 



2 

２．今後の見通し  

当社は、上記１．の通り改善計画書の策定に取り組んでまいります。本開示内容及びスケジュール 

に変更等が生じた場合には速やかに開示いたします。 

 

 以 上 


